
は じ め に

食は、私たちが健康で豊かな生活を送るうえで欠かす

ことのできない大切なものです。食の安全を確保するこ

とは、県民の皆様の暮らしを守るうえで極めて重要な課

題であり、県では「高知県食の安全・安心推進条例」を

平成 17年 10月に制定し、食の安全・安心の確保に関す
る施策推進の基本理念等を定めました。

この条例に基づき、これまで、第１次計画（平成 19
年度～平成 23年度）、第２次計画（平成 24年度～平成 28年度）を策定し、県民の皆様
の食の安全・安心を目指して、総合的かつ計画的に取り組んできたところです。計画の

開始から 10年の節目を迎えることから、この度、その成果と課題を整理し、新たに第３
次計画を策定いたしました。

この第３次計画では、近年の食を取巻く情勢の変化を踏まえ、「生産から消費に至る食

の安全・安心の確保」、「食品に関する正確な情報の提供」、「食の安全・安心を確保する

ための相互理解と信頼関係の確立」を施策の柱とし、この柱を中心にして各施策や取組

を取りまとめています。

また、これからの５年間に特化して取組む項目として、次の４つを重点項目といたし

ました。

１ 環境保全型農業の推進

２ 高知県版HACCP認証制度の推進
３ 食品表示に関する普及啓発

４ リスクコミュニケーションの推進

食の安全・安心をすすめるためには、消費者、食品関連事業者及び行政が、それぞれ

の責務や役割を果たし、お互いの信頼関係の上で協働を進め、安全で安心できる食生活

の実現を目指していくことが大切です。

県民の皆様におかれましては、一層のご理解とご協力をお願いいたします。

結びに、この計画の策定に際しまして、貴重なご意見をいただきました高知県食の安

全・安心推進審議会委員の皆様をはじめ、ご協力いただきました県民の皆様に心から感

謝申し上げます。

平成 29年３月

高知県知事 尾﨑 正直
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